
１　登用の状況（平成２５年４月１日現在）

女性比

（前年度）

(a)法律又は条例で設置 72 1,443 531 36.8%

　されている付属機関等 ( 72 ) ( 1,500 ) ( 531 ) ( 35.4% )

(b)地方自治法（第180条 8 57 7 12.3%

　の５）に基づくもの ( 8 ) ( 57 ) ( 7 ) ( 12.3% )

80 1,500 538 35.9%

( 80 ) ( 1,557 ) ( 538 ) ( 34.6% )

２　年度別推移

女性比が「1.3ポイント」増加した（平成24年34.6％ → 平成25年35.9％）

資料　２

※　登用目標の対象（＝(a)＋(b)）かつ、休眠・任期切れの付属機関を含まない。

埼玉県における審議会等委員への女性の登用について

審議会等数

（前年度）

委員数

（前年度）

女性数

（前年度）

合　　　計※
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